
議案第１６８号 

都市公園を設置すべき区域を定めることについて

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第３３条第１項の規定により、下記のとお

り都市公園を設置すべき区域を定めることについて、同条第５項の規定により議決を

求める。

平成２６年９月３日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

１ 名 称 （仮称）北袋１丁目防災公園

２ 所在地 さいたま市大宮区北袋町１丁目１９０番１及び２９７番１の一部

３ 地 積 約１．０ヘクタール 



（参考）

区　　域　　図

さいたま
新都心駅

（仮称）北袋１丁目防災公園

（約１．０ヘクタール)


